












公衆衛生関係行政事務指導監査について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、令和３年度における指導
監査については、実地での指導監査は行わないこととし、各自治体において自主
点検を実施していただく予定。

※ 具体的なスケジュール等、詳細については別途通知。

※ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に係る事務指導監査について
も、 本指導監査と同じく、各自治体において自主点検を実施していただく予定。

指導調査室
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保健衛生施設等施設・設備整備費補助金

・原爆医療施設 ・原爆被爆者保健福祉施設 ・放射線影響研究所施設 ・農村検診センター
・小児がん拠点病院 ・ｴｲｽﾞ治療拠点病院 ・HIV検査・相談室 ・難病相談支援センター
・感染症指定医療機関 ・感染症外来協力医療機関 ・結核患者収容モデル病室 ・結核研究所
・多剤耐性結核専門医療機関 ・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等患者入院医療機関 ・医薬分業推進支援ｾﾝﾀｰ ・食肉衛生検査所
・精神科病院 ・精神保健福祉センター ・精神科デイ・ケア施設 ・精神科救急医療センター

・原爆医療施設 ・原爆被爆者保健福祉施設 ・原爆被爆者健康管理施設 ・地方中核がん診療施設
・マンモグラフィ検診機関 ・ｴｲｽﾞ治療拠点病院 ・HIV検査・相談室 ・難病医療拠点・協力病院
・眼球あっせん機関 ・さい帯血バンク ・組織バンク ・末梢血幹細胞採取施設
・感染症指定医療機関 ・感染症外来協力医療機関 ・結核研究所 ・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等患者入院医療機関
・医薬分業推進支援ｾﾝﾀｰ ・食肉衛生検査所 ・と畜場 ・市場衛生検査所
・精神科病院 ・精神保健福祉センター ・精神科デイ・ケア施設 ・精神科救急車
・精神科救急情報センター ・保健所 ・地方衛生研究所

目 的 ： 地域住民の健康増進や疾病の予防、治療を行い、もって公衆衛生の向上に寄与するため、都道府県等が設置

する感染症指定医療機関、エイズ治療拠点病院、難病医療拠点・協力病院や精神科病院等の整備促進を図る。

（１）保健衛生施設等施設整備費補助金 ２，７２３百万円 （ ５，１４７百万円）

（２）保健衛生施設等設備備費補助金 ３，４８５百万円 （ ３，４８５百万円）

※ 令和３年度整備計画についても、内示後に事業の延期・中止等の事態を生じさせることがないよう、管内の事業者等に対しても
適切な指導をお願いする。

保健衛生施設等災害復旧費補助金 ８９０百万円 （１７５百万円）

【一般会計】

【東日本大震災復興特別会計（復興庁一括計上）】

令和３年度予算案、（）内は令和２年度予算額

保健衛生施設等設備災害復旧費補助金 ２百万円 （ ２百万円）
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保健衛生施設等整備（災害復旧に対する支援を含む）

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度
事 項

予 算 額 予 算 案

百万円 百万円 百万円

7,618 7,100

１．施設整備費 3,956 2,723

※臨時・特別の措置
1,191百万円を除く

２．設備整備費 3,485 3,485

３．災害復旧費【復興】 177 892 東日本大震災復興特別会計

保健衛生施設等整備
（災害復旧に対する
　支援を含む）

備 考

・うち【復興】　 　892百万円

・施設災害復旧費　 890百万円

・設備災害復旧費　 　2百万円

整 備 費 の 補 助 対 象 メ ニ ュ ー

【 施 設 整 備 費 】

・原爆医療施設
・原爆被爆者保健福祉施設
・放射線影響研究所
・農村検診センター
・小児がん拠点病院
・エイズ治療拠点病院
・HIV検査・相談室
・難病相談支援センター
・感染症指定医療機関
・感染症外来協力医療機関
・結核患者収容モデル病室
・結核研究所
・多剤耐性結核専門医療機関
・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等患者入院医療機関
・医薬分業推進支援センター
・食肉衛生検査所
・精神科病院
・精神保健福祉センター
・精神科デイ・ケア施設
・精神科救急医療センター

【 設 備 整 備 費 】

・原爆医療施設
・原爆被爆者保健福祉施設
・原爆被爆者健康管理施設
・地方中核がん診療施設等
・マンモグラフィ検診実施機関
・エイズ治療拠点病院
・HIV検査・相談室
・難病医療拠点・協力病院
・眼球あっせん機関
・臍帯血バンク
・組織バンク
・末梢血幹細胞採取施設
・感染症指定医療機関
・感染症外来協力医療機関
・結核研究所
・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等患者入院医療機関
・医薬分業推進支援センター
・食肉衛生検査所
・と畜場
・市場衛生検査所
・精神科病院
・精神保健福祉センター
・精神科デイ・ケア施設
・精神科救急車
・精神科救急情報センター
・保健所
・地方衛生研究所
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毒ガス障害者対策の概要

１．目 的

第二次大戦中、広島県大久野島にあった旧陸軍造兵廠忠海製造所等、福岡県北九州市にあった同曾根
お お く の し ま

製造所及び神奈川県寒川町にあった旧相模海軍工廠に従事していた者等の中には、当時製造していた毒

ガスによる健康被害が多くみられることから、健康診断や相談指導の実施、医療費、各種手当の支給等

を行い、健康の保持と向上を図っている。

＜ 対 象 者 数 ＞

２．対象者 財 務 省： 307人

毒ガス障害者対策は、当時の従事関係に応じ、対策を講じている。 厚生労働省： 1,060人

(1) 旧陸軍共済組合等の組合員であった者については財務省 忠 海 ： １，006人

→ ｢ｶﾞｽ障害者救済のための特別措置要綱｣（昭29）及び「ｶﾞｽ障害者に 曾 根 ： 49人

対する特別手当等支給要綱｣（昭45）により国家公務員共済組合連 相 模 : ５人

合会が実施 （令和2年3月末現在)

(2) 動員学徒、女子挺身隊員等の組合員以外の者については厚生労働省

→ ｢毒ｶﾞｽ障害者に対する救済措置要綱｣（昭49）により広島県、福岡 ＜ 予 算 額 ＞

県及び神奈川県に委託して実施 毒ｶﾞｽ障害者対策費

令和３年度予算（案）

３．疾病の範囲 521,786千円

・ 慢性呼吸器疾患（慢性鼻咽頭炎、慢性気管支炎等） うち 健康診断費

・ 同疾病に罹患しているものに発生した気道がん(副鼻腔がん､舌がん等) 14,428千円

・ 上記疾病にかかっている者に併発した循環器疾患、呼吸器感染症、消 うち 医療費

化器疾患、皮膚疾患 21,430千円

うち 各種手当

469,292千円

うち 相談事業等

15,387千円

４．対策の概要＜厚生労働省＞

① 健康管理手帳 動員学徒等として従事していた者に交付 支給額 受 給 者

② 健康診断 年１回（一般検査､精密検査） (令和2年度) R2年3月末現在

③ 医療手帳 毒ガスに起因する疾病を有する者に交付 ① － 1,060人

④ 医療費 医療保険の自己負担分を支給 ③ － 961人

⑤ 特別手当 毒ガスに起因する疾病を有し、かつ重篤と ⑤ 104,260円 30人

認められた者に支給 ⑥入８以 37,210円

⑥ 医療手当 特別手当を支給されている者であって、その 入８未 34,770円

疾病に係る療養を受けた期間について支給 ⑦ 34,770円 829人

⑦ 健康管理手当 毒ガスに起因する疾病が継続する者に支給 ⑧ 17,440円 3人

⑧ 保健手当 毒ガス障害の再発のおそれのある者に支給 ⑨ 重度105,460円 0人

⑨ 介護手当 費用を支出して介護を受けている者に支給 中度 70,300円 0人

⑩ 家族介護手当 疾病が重度であり、家族の介護を要する状態 ⑩ 22,190円 0人

にある者に支給

５．令和３年度予算（案）：５２１，７８６千円（内委託額５２０，５３７千円）

６．創設年度：昭和４９年度
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